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令和７年度第１２回十和田市農業委員会総会

１．場 所 十和田市役所別館４階会議室

２．開 会 日 時 令和８年３月１９日（木） 午後２時００分

３．閉 会 日 時 令和８年３月１９日（木） 午後２時４４分

４．出席農業委員（１９名）

１番 脊 戸 潤 子 ２番 沢 井 清 治

３番 小笠原 松 寿 ４番 沢 目 勝 弘

５番 米 田 拓 実 ６番 中 野 雄一郎

７番 芋 田 一 弘 ８番 立 崎 和 寿

９番 山 田 利 昭 １０番 稲 田 優 憲

１１番 奥 山 博 １２番 小 田 正 喜

１３番 外 山 康 仁 １４番 竹 浦 寿 広

１５番 野 崎 さち子 １６番 杉 山 秀 明

１７番 力 石 堅太郎 １８番 山 崎 誠 一

１９番 箕 輪 展 忠

５．欠席農業委員（０名)

６．出席農地利用最適化推進委員（１３名）

十和田湖地区 白 山 雄治郎 十和田湖地区 中屋敷 光 男

三本木地区 米内山 義 治 三本木地区 山 端 敏 行

四 和 地 区 工 藤 優美子 深 持 地 区 古 谷 朝 直

切 田 地 区 若 沢 弘 幸 切 田 地 区 田 中 稔

大深内地区 斗 沢 信 一 大深内地区 大 平 靖四郎

伝法寺地区 小笠原 一 成 藤 坂 地 区 市 崎 貴 之

六日町地区 平 龍 德
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７．会議に付した案件

報告第４９号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について

報告第５０号 農地法第３条の３の規定による届出書の受理について

報告第５１号 公売買受適格者に係る農地法第３条許可書の交付について

報告第５２号 農地の転用事実に関する照会について

議案第４７号 農地法第３条第１項の規定に基づく許可について

議案第４８号 十和田市農用地利用集積等促進計画の作成に係る要請について

議案第４９号 農地転用事業計画変更承認に係る意見について

議案第５０号 農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について

議案第５１号 十和田市農業委員会規程の一部を改正する規程の制定について

議案第５２号 令和８年度最適化活動の目標の設定等について

議案第５３号 令和８年度十和田市農業委員会事業計画について

８．議事録署名委員

１１番 奥 山 博 １２番 小 田 正 喜

９．会議事件の説明及び職務のため出席した職員

事 務 局 長 櫻 田 修一郎 事 務 局 次 長 中 村 淳 一

事務局農地係長 吉 田 武 範 事務局振興係長 戸 舘 奈津美

事 務 局 主 査 田 嶋 裕 紀 事 務 局 主 事 下 山 昂 大

10．書 記

事 務 局 主 査 田 嶋 裕 紀
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開会 午後２時００分

議 長（箕輪展忠）出席委員は、定足数に達しておりますので総会は成立いたしました。

ただ今より、令和８年３月２日に告示招集いたしました、令和７年度第１２回十

和田市農業委員会総会を開会いたします。

議 長（箕輪展忠）これより本日の会議を開きます。はじめに、議事録署名委員の指名

を行います。お諮りいたします。議事録署名委員は議長において指名することに

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）ご異議なしと認め、議長より指名いたします。１１番 奥山 博 委

員、１２番 小田 正喜 委員を指名いたします。

議 長（箕輪展忠）会議書記には、田嶋 裕紀 主査を、参与には事務局長以下各職員

を任命いたします。

議 長（箕輪展忠）次に会期の決定を行います。お諮りいたします。総会の会期は本日

１日限りとしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）ご異議なしと認め、総会の会期は本日１日限りと決定いたしました。

議 長（箕輪展忠）次に報告第４９号について事務局から報告をいたします。局長お願

いします。

事務局長（櫻田修一郎）１ページをお願いします。報告第４９号、農地法第１８条第６項

の規定による通知書の受理について。農地法施行規則第６８条第１項の規定によ

り、別紙のとおり合意による解約等に係る通知書を受理したので報告する件です。

２ページです。農地法及び農業経営基盤強化促進法によるものが、２ページから

５ページまでの合計２１件、３８筆、１２４，２９５平方メートルです。今後の

意向については、７４番から８１番及び８５番から８７番、９２番が別人と貸借、

８２番から８４番及び８９番が別人と機構で貸借、８８番は転用予定、９０番と

９４番は別人と売買、９１番は未定、９３番は自ら耕作となっています。なお、

７４番から８１番、８５番、８６番、９０番は３条に関する議案が提出されてい

ます。次に、６ぺージです。農地中間管理事業によるものが、６ページから９ペ

ージまでの合計１５件、４７筆、８３，８６２平方メートルです。今後の意向は、

６２番、６７番から７１番が別人と貸借、６３番と６６番が未定、６４番が同一
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人と使用貸借で再契約、６５番、７２番及び７４番から７６番は別人と売買、７

３番は解約部分を県が用地買収となっています。今回協力金の返還はありません。

以上です。

議 長（箕輪展忠）報告について、ご意見ございませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。よって報告第４９号を報告済みといたします。

議 長（箕輪展忠）次に報告第５０号について事務局から報告をいたします。局長お願

いします。

事務局長（櫻田修一郎）１０ページをお願いします。報告第５０号、農地法第３条の３の

規定による届出書の受理について。農地法施行規則第１９条の規定により、別紙

のとおり相続等による権利取得の届出書を受理したので報告する件です。内容は

１１ページから１３ページです。今回は合計１０件、５３筆、１２８，７４２平

方メートルです。取得事由はすべて相続によるもので、権利の内容はすべて所有

権の取得となっております。取得後の内容については、自ら耕作、貸借中、農地

として管理などとなっています。なお、今回１２８番からあっせんの希望が出て

います。なお、現況が宅地、雑種地など農地以外の用途になっているものについ

ては、今後、分筆及び地目変更の指導をしていきたいと思います。以上です。

議 長（箕輪展忠）報告について、ご意見ございませんか。

農業委員（外山康仁）１３番外山です。１３ページの１３３番から１３５番について、同

一人の相続となっておりますので、この理由を説明した方がよいのではないかと

思います。

事務局長（櫻田修一郎）お答えいたします。１３３番が祖父から相続を受けるもの、１３

４番が祖母から相続を受けるもの、１３５番が父親から相続を受けるものという

ことで３件に分けて記載しております。以上です。

議 長（箕輪展忠）他にございませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。よって報告第５０号を報告済みといたします。

議 長（箕輪展忠）次に報告第５１号について事務局から報告をいたします。局長お願
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いします。

事務局長（櫻田修一郎）１４ページをお願いいたします。報告第５１号、公売買受適格者

に係る農地法第３条許可書の交付について。買受人となった公売買受適格者から

の農地法第３条第１項の規定に基づく許可申請について、別紙のとおり許可書を

交付したので報告する件です。１５ページです。合計２件、２筆、１０，００７

平方メートルです。１０７番は、令和８年１月１６日開催の令和７年度第１０回

総会議案第３７号で、公売買受適格者の証明をする旨の承認を受けた者で、許可

書の交付及び売却決定を令和８年２月９日に行っています。１０８番は、１０７

番同様令和８年１月１６日開催の令和７年度第１０回総会議案第３７号で、公売

買受適格者の証明をする旨の承認を受けた者で、売却決定を令和８年２月１３日

、許可書の交付を令和８年２月２５日に行っています。以上です。

議 長（箕輪展忠）報告について、ご意見ございませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。よって報告第５１号を報告済みといたします。

議 長（箕輪展忠）次に報告第５２号について事務局から報告をいたします。局長お願

いします。

事務局長（櫻田修一郎）１６ページをお願いいたします。報告第５２号、農地の転用事実

に関する照会について。青森地方法務局十和田支局から別紙土地の現況について

照会があったので、現地調査等の結果に基づき別紙のとおり回答したので報告す

る件です。１７ページです。今回の照会は、合計１件、１筆、３６１平方メート

ルです。令和８年３月６日に現地調査を実施し、法務局への回答は、３月１０日

に行っております。４１番は、スーパーカケモ三小通り店のすぐ北側です。照会

地は、昭和４７年建築の共同住宅及び昭和５６年建築の住宅の敷地となっていま

す。当該地は、昭和４５年１１月２０日付けで自己住宅建築のため５条転用許可

を受けた土地であり、税務課の土地課税台帳上も現況地目が宅地であることから、

非農地と判断しております。以上です。

議 長（箕輪展忠）報告について、ご意見ございませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。よって報告第５２号を報告済みといたします。

議 長（箕輪展忠）ここからは議案に入ります。今月担当した調査班の調査員は、立崎



- 6 -

班長、沢井委員、山田委員の３名です。３月６日に現地調査及び市役所別館４階

会議室２において聴取調査を行っております。

議 長（箕輪展忠）ここで暫時休憩します。

休憩 午後２時１４分

（ 委員、 委員、 委員 退席 ）

再開 午後２時１５分

議 長（箕輪展忠）休憩を解いて会議を再開します。

議 長（箕輪展忠）次に議案第４７号を上程いたします。事務局から提案理由の説明を

いたします。局長お願いします。

事務局長（櫻田修一郎）１８ページをお願いいたします。議案第４７号、農地法第３条第

１項の規定に基づく許可について。農地法施行令第１条の規定により、別紙のと

おり許可申請書の提出があったので審議を求める件です。内容は、１９ページか

ら３６ページです。以上です。

議 長（箕輪展忠）許可申請に係る現地調査の結果について報告願います。８番 立崎

和寿 委員お願いします。

報告委員（立崎和寿）農地法第３条の許可に関する報告をします。今回の申請は、所有権

の移転９件、賃借権の設定５９件、使用貸借による権利の設定６件の合計７４件

です。所有権の移転は、１０９番から１１４番までが売買によるものです。その

他、１１５番と１１７番が知人に贈与するもので、１１６番が親戚間で贈与する

ものです。このうち、新規取得は１０９番です。賃借権及び使用貸借による権利

の設定は、１２１番と１２２番が法人設立及び経営移行によるもの、１２６番が

法人への経営移行によるもので、他はすべて労力不足によるものです。このうち、

新規就農は１２１番と１２２番及び１２６番で、１２６番は解除条件付きの使用

貸借による権利の設定となっています。今回の申請について、現地確認、写真確

認等を行い、農地法第３条第２項各号等の規定に照らして審査した結果、農地法

第３条調査書のとおり、すべての申請は許可要件を満たしていると認められます。

報告は以上です。

議 長（箕輪展忠）立崎委員、ご苦労様でした。次に新規取得者に対する聴取調査の結

果について報告願います。三本木地区 米内山 義治 農地利用最適化推進委員

お願いします。
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報告委員（米内山義治）農地法第３条の許可に関する新規取得について報告をします。１

９ページの所有権移転に係る申請番号１０９番の新規取得となる譲受人及び３４

ページの使用貸借による権利の設定に係る申請番号１２１番と１２２番の新規就

農となる借人に対し、３月６日午後１時３０分と同日午後１時４５分に、市役所

別館４階会議室２において調査員３名と私の、計４名で聴取調査を行いました。

聴取調査では、機械の確保、労働力、技術関係等を確認しましたが、特に問題は

ありませんでした。現地確認でも申請地は農地として管理されていました。以上

のことから、取得にあたっては、特に問題はないと判断します。報告は以上です。

議 長（箕輪展忠）米内山推進委員、ご苦労様でした。次に、東部地区 山端 潤一 農

地利用最適化推進委員が欠席のため、事務局が代読いたします。

農地係長（吉田武範）山端 潤一 推進委員欠席のため、代わりまして事務局から農地法

第３条の許可に関する新規取得について報告をします。３５ページの解除条件付

きの使用貸借による権利の設定に係る申請番号１２６番の新規就農となる借人に

対し、３月６日午後２時、市役所別館４階会議室２において調査員３名と山端 潤

一 推進委員の、計４名で聴取調査を行いました。聴取調査では、機械の確保、

労働力、技術関係等を確認しましたが、特に問題はありませんでした。現地確認

でも申請地は農地として管理されていました。以上のことから、取得にあたって

は、特に問題はないと判断されました。報告は以上です。

議 長（箕輪展忠）これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり許可する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）ご異議なしと認めます。よって、議案第４７号は許可することに決

定いたしました。

議 長（箕輪展忠）暫時休憩します。

休憩 午後２時２０分

（ 委員、 委員、 委員 着席、
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委員 退席 ）

再開 午後２時２１分

議 長（箕輪展忠）休憩を解いて会議を再開します。

議 長（箕輪展忠）次に議案第４８号を上程いたします。事務局から提案理由の説明を

いたします。局長お願いします。

事務局長（櫻田修一郎）３７ページをお願いします。議案第４８号、十和田市農用地利用

集積等促進計画の作成に係る要請について。農地中間管理事業の推進に関する法

律第１８条第１１項の規定により、農地中間管理機構に対して別紙のとおり農用

地利用集積等促進計画を定めるよう要請することの承認を求める件です。一括方

式の所有権に関するものが、３８ページから３９ページで、合計４件、２０筆、

４２，８９５平方メートルです。次に、一括方式の賃借権に関するものが、４０

ページから５０ページの合計２１件、５７筆、５４０，１８４平方メートルです。

１７０番、１７６番、１８０番、１８３番、１９０番が権利の再設定で、他は新

規となっています。次に、一括方式の使用貸借によるものが、５１ページから５

３ページの合計４件、４６筆、６０，７２９平方メートルで、３６番、３９番が

新規設定となっております。次に、受け手の変更のみに係るものが、５４ページ

から５６ページの合計６件、２８筆、５１，９０９平方メートルで、すべて新規

設定となっております。以上です。

議 長（箕輪展忠）農用地利用調整会議の結果について報告願います。伝法寺地区 小

笠原 一成 農地利用最適化推進委員お願いします。

報告委員（小笠原一成）３４番の調整内容を報告します。２月１０日午前９時、農業委員

会会長室において農用地利用調整会議を行いました。本件は、出し手の労力不足

により売買するものです。調整の結果、売買価格等について双方が合意したため

調整調書を作成し、農業委員会へ提出しました。報告は以上です。

議 長（箕輪展忠）小笠原推進委員、ご苦労様でした。次に大深内地区 斗沢 信一 農

地利用最適化推進委員お願いします。

報告委員（斗沢信一）３６番と３７番の調整内容を報告します。３６番は２月２５日午後

１時３０分、３７番は同日午後２時３０分、農業委員会会長室において農用地利

用調整会議を行いました。本件は、出し手の労力不足により売買するものです。

調整の結果、売買価格等について双方が合意したため調整調書を作成し、農業委

員会へ提出しました。報告は以上です。
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議 長（箕輪展忠）斗沢推進委員、ご苦労様でした。次に東部地区 山端 潤一 農地

利用最適化推進委員が欠席のため、事務局が代読いたします。

農地係長（吉田武範）山端 潤一 推進委員が欠席のため、代わりまして事務局から、３

５番の農用地利用調整会議の結果について報告いたします。２月１０日午前１０

時に、山端 潤一 推進委員が、農業委員会会長室において農用地利用調整会議

を行いました。本件は、出し手の労力不足により売買するものです。調整の結果、

売買価格等について双方の合意を受けたことから、山端 潤一 推進委員から調

整調書が農業委員会へ提出されております。報告は以上です。

議 長（箕輪展忠）これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり要請する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）ご異議なしと認めます。よって、議案第４８号は要請することに決

定いたしました。

議 長（箕輪展忠）暫時休憩します。

休憩 午後２時２６分

（ 委員 着席 ）

再開 午後２時２６分

議 長（箕輪展忠）休憩を解いて会議を再開します。

議 長（箕輪展忠）次に議案第４９号を上程いたします。事務局から提案理由の説明を

いたします。局長お願いします。

事務局長（櫻田修一郎）５７ページをお願いします。議案第４９号、農地転用事業計画変

更承認に係る意見について。農地法第５条第１項の規定により、許可した農地転

用事業について、別紙のとおり農地転用事業計画変更承認申請があったので、青

森県知事に送付するための意見を求める件です。内容は、５８ページです。こち

らの計画変更は、令和３年２月１２日付け指令第２０４号で許可となった普通住
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宅建築について、許可を受けた転用事業者が資材等の高騰に伴う資金不足となっ

たことから、事業承継者が住宅を建築するのものです。以上です。

議 長（箕輪展忠）これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり承認する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）ご異議なしと認めます。よって、議案第４９号は承認することに決

定いたしました。

議 長（箕輪展忠）次に、議案第５０号を上程いたします。事務局から提案理由の説明

をいたします。局長お願いします。

事務局長（櫻田修一郎）５９ページをお願いします。議案第５０号、農地法第５条第１項

の規定に基づく農地転用許可に係る意見について。農地法第５条第３項の規定に

より、別紙のとおり許可申請書の提出があったので、青森県知事に送付するため

の意見を求める件です。内容は、６０ページです。今回は、合計５件、５筆、６，

８６９平方メートルです。農地区分の判断などについて、ご説明いたします。４

３番の転用事由は、農地を売買で取得し、宅地分譲１０区画の整備を行うもので

す。場所は、十和田中学校から北西に約３００メートルの地点です。農地区分は、

都市計画法の用途地域内にあり、第３種農地に該当します。４４番の転用事由は、

農地を親から使用貸借し、自己住宅を建築するものです。場所は、ちとせ小学校

から南東に約２５０メートルの地点です。農地区分は、２管埋設及び５００メー

トル以内にちとせ小学校と第二白菊保育園があり、第３種農地に該当します。４

５番の転用事由は、農地を親から使用貸借し、自己住宅を建築するものです。場

所は、十和田第一中学校から南東に約３００メートルの地点です。農地区分は、

２管埋設及び５００メートル以内に沢田小学校と十和田第一中学校があり、第３

種農地に該当します。４６番の転用事由は、農地を売買で取得し、駐車場及び資

材置き場の整備を行うものです。場所は、ローソン十和田池ノ平店から南西に約

４５０メートルの地点です。農地区分は、第１種農地ですが、事業用地の２分の

１拡張で不許可の例外に該当し、許可の見込みがあります。４７番の転用事由は、

農地を売買で取得し、自己住宅を建築するものです。場所は、相坂コミュニティ

会館から北に約５０メートルの地点です。農地区分は、第１種農地ですが、集落

接続で不許可の例外に該当し、許可の見込みがあります。以上です。
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議 長（箕輪展忠）許可申請にかかる現地調査及び聴取調査の結果について、報告願い

ます。２番 沢井 清治 委員お願いします。

報告委員（沢井清治）農地法第５条の農地転用に関する報告をします。今回の申請は、合

計５件です。３月６日午前９時に調査員３名で現地調査を行い、午後２時３０分

に市役所別館４階会議室２で聴取調査を行いましたが、問題はありませんでした。

本件は、農地転用に係る立地基準及び一般基準の各要件等を満たしておりました

ので、許可相当と認められます。報告は以上です。

議 長（箕輪展忠）沢井委員、ご苦労様でした。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。

（「なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり許可相当

とすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）ご異議なしと認めます。よって、議案第５０号は許可相当とするこ

とに決定いたしました。

議 長（箕輪展忠）次に議案第５１号を上程いたします。事務局から提案理由の説明を

いたします。局長お願いします。

事務局長（櫻田修一郎）６１ページをお願いします。議案第５１号、十和田市農業委員会

規程の一部を改正する規程の制定について。十和田市農業委員会規程の一部を改

正する規程を別紙のとおり制定する件です。提案理由は、従前から記載されてい

る条文について、事業廃止によるもの、現在及び今後においてその効力が期待さ

れる見込みがないもの等の規程の見直しを行い、所要の改正を行うものです。６

３ページから６４ページが改正個所の新旧対照表、６５ページは様式の改正案に

関する別記となっております。以上です。

議 長（箕輪展忠）これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり承認する

ことにご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）ご異議なしと認めます。よって、議案第５１号は原案のとおり承認

することに決定いたしました。

議 長（箕輪展忠）次に、議案第５２号を上程いたします。事務局から提案理由を説明

いたします。局長お願いします。

事務局長（櫻田修一郎）６６ページをお願いします。議案第５２号、令和８年度最適化活

動の目標の設定等について。農業委員会による最適化活動の推進等について（令

和４年２月２日付け農林水産省経営局長通知及び令和４年２月２５日付け農林水

産省経営局農地政策課長通知）に基づき、別紙のとおり最適化活動の目標の設定

等を決定することの承認を求める件です。内容は６７ページから６９ページです。

毎年度の農業委員会による最適化活動の目標については、通知により、毎年度、

３月末までに翌年度の目標を設定することとなっております。令和８年度最適化

活動の目標の設定等については、記載要領等に基づき、目標とすべき数値を設定

しております。それでは、主な点について、説明させていただきます。ローマ数

字のⅠ農業委員会の状況については、令和８年４月１日現在の状況について、農

林業センサスなどの統計資料に基づき記載しております。６８ページ、最適化活

動の目標のうち、１の（１）農地の集積は、令和６年度末の数値です。②の目標

については、今年度（令和８年度）の集積目標面積を５０ヘクタールとし、目標

集積率を６２．８パーセントとしています。（２）の遊休農地の解消については、

令和７年度に実施した農地パトロールとその後の利用意向調査等の結果を反映し

た数値となっております。令和７年度末の遊休農地面積１６．３ヘクタールのう

ち、解消の目標面積は、アのａの欄、既存の再生可能緑区分の２．２ヘクタール

とイの令和７年度に新規に発生した再生可能緑区分の０．９ヘクタールを設定し

ております。６９ページ、（３）の新規参入につきましては、今年度も最適化活

動として取り組んでいただいた、新規参入者への農地貸付等について同意を得る

面積について、４３．６ヘクタールを設定しております。２の最適化活動におけ

る活動日数は令和７年度と同様とし、活動強化月間の取組については、８月、９

月、１２月の３か月で各取り組み項目について実施していくこととしました。以

上、主要な項目のみご説明させていただきました。今年度も委員の皆様に取組ん

でいただいた日常活動の見える化のための活動記録簿の提出等、委員の皆様方に

は、来年度以降も引き続き事務的な作業等もお願いすることとなります。この日々

の活動状況は、国から交付される最適化交付金の交付額にも反映されます。来年

度も、活動の実施状況については、委員の皆様と密に情報共有しながら進めてま

いりたいと考えておりますので、引き続きご理解とご協力のほど、よろしくお願

いいたします。以上です。

議 長（箕輪展忠）これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
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農業委員（奥山博）１１番奥山です。確認でございます。６７ページの上段にですね、農

業委員の数、あるいは認定農業者、そしてまた認定農業者に準ずるものと書いて

ございますが、この認定農業者等の区分がどういうものかお答えください。

振興係長（戸舘奈津美）ただ今の質問にお答えします。認定農業者ですが、こちらは農林

畜産課のほうで申請して認定されているものなんですが、その下の準ずるものに

つきましては、元認定農業者ですとか、認定農業者の親族、あとは認定農業者を

取っていないけれども、経営能力や参画の観点から認定農業者と同等に見なされ

るものとなっております。以上です。

議 長（箕輪展忠）他にございませんか。

農業委員（力石堅太郎）１７番力石です。確認でございます。１番の現状ですが、管内の

農地面積が１２，１００ヘクタールですが、この数字がずっと続いているような

気がして、毎年非農地照会して農地が減っている中で、この面積が減っていかな

いのかなというのをお聞きしたい。

振興係長（戸舘奈津美）ただ今の質問にお答えします。この面積につきましては、国の方

で出している農林水産関係の市町村別統計の中で十和田市がこの面積になってお

り、最新の調査でも国の方ではその数値になっているので、それに合わせてこの

数値を入れております。以上です。

議 長（箕輪展忠）他にございませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり承認する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）ご異議なしと認めます。よって、議案第５２号は原案のとおり承認

することに決定いたしました。

議 長（箕輪展忠）次に、議案第５３号を上程いたします。事務局から提案理由を説明

いたします。局長お願いします。

事務局長（櫻田修一郎）７０ページをお願いします。議案第５３号、令和８年度十和田市

農業委員会事業計画について。別紙のとおり令和８年度十和田市農業委員会事業
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計画を定めたいので、承認を求める件です。内容は、７１ページから７５ページ

です。毎年度の農業委員会事業計画につきましては、例年、前年度３月の総会に

おいて、内容をご審議いただき決定しているところです。今回は、令和８年度の

事業計画の案を取りまとめましたので、主な項目についてご説明いたします。ま

ず、７１ページの基本方針については、社会情勢、経済情勢、また直近の２０２

５年農林業センサスによる統計数値などにより、農業を取り巻く現状を記載して

おります。中程からは、国における農業関連施策の基本方針及び昨年３月に策定

した地域計画に関する取り組みについて、今後一層皆さんにご協力いただきなが

ら計画実現に向けた活動や農地の集積・集約化が図られるよう取り組みを進めて

いくことについて記載しております。次に、事業計画ですが、７２ページから７

３ぺージにかけての農地対策事業については、基本的に法令業務の適正な執行と

なっておりますので、大きな変更点はございません。７３ページ中程からの、農

業振興対策事業についても、②地域計画の完成度を高めるための取り組みについ

て記載した他は、昨年同様の内容となっております。７５ページの令和８年度に

おける取り組み課題について、（１）地域計画のブラッシュアップに向けた取り

組みについて記載しています。以上、主な項目についてのみ説明させていただき

ましたが、実務の運用面におきまして、今後もその都度、情報収集、検討、対応

を行い、遺漏のないよう進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。説

明は以上です。

議 長（箕輪展忠）これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり承認する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（箕輪展忠）ご異議なしと認めます。よって、議案第５３号は原案のとおり承認

することに決定いたしました。

議 長（箕輪展忠）以上で、今総会に付議されました議事はすべて終了いたしました。

これをもちまして、令和７年度第１２回十和田市農業委員会総会を閉会いたしま

す。誠にご苦労様でした。

閉会 午後２時４４分


